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■ コ ミ ュ ニ テ ィ ビ ジ ネ ス に つ い て ■  
 

ＮＰＯコミュニティビジネスサポートセンター 
                              事務局長 永沢 映 
Ⅰ．コミュニティビジネスについて 
 
 コミュニティビジネスは、地域の住民が主体となって、地域が抱える課題をビジネスの

手法により解決し、またコミュニティの再生を通じて、その活動の利益が地域に還元され

るという、地域経済活性化のための新しい手法である｡ 
「起業意識」と「社会問題解決への意欲」を併せ持ったローリスク、ローリターンのベ

ンチャービジネスであり、地域の課題解決に取り組むことにより、事業の継続性と安定性

が確保される｡ 
企業は社会性は低いケースが多いが、経営手法や開発力、事業を推進する力は優れてい

る。 
一方のＮＰＯ・ボランティア活動は社会性はあるものの、十分な収益性（就業・雇用機

会の創出や経済活性化）につながる力が乏しいという面がある｡ 
これらの企業的側面と NPO 的側面の両面の利点を有し、地域活力の再生を目指すのがコ

ミュニティビジネスである｡ 
コミュニティビジネスの活性化は、持続的で責任ある地域課題の解決が行われるだけで

なく、主に次のような地域活性化効果が期待できる｡ 
 
１．地域に内在する課題解決とコミュニティの活力再生 

 
 ２．地域における就業機会・雇用の創出 
  

３．市民主導による自立型経済社会の構築 
  
現代社会においては「経済活性化」「雇用創出」「地域活性化」などが大きな課題となっ

ている｡ 
コミュニティビジネスは、これらの課題について、新しい手法を模索し、現実に解決し

ていくことが目的であり、新しい社会作りにおいては、ＣＢへの積極的な取り組みと支援

が必要不可欠であり、また地方自治の活性化の意味でも、コミュニティビジネスへの期待

は大きい。 
 コミュニティビジネスを日本の地域風土に合うものに育て、企業や NPO の問題や限界を

クリアーにしていくことが期待されており、日本のコミュニティビジネスは現実にそうし

た方向へ発展の途上にある。 
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■コミュニティビジネスの概要 
 

Ａ．コミュニティビジネスとは 
① 個人の志、夢や意思から始まる 
② 地域住民による地域に還元していく事業 
③ 等身大のスモールビジネス 
④ ローリスク＆ローリターン 
⑤ 多様なコミュニティビジネスが連携 
⑥ プロジェクト＆ネットワーク型 
⑦ 私から始まり仲間が育ててくれる事業 
⑧ 資源の持ち寄り 
⑨ この指止まれ方式 
⑩ 法人格は多様(個人事業 組合 ＮＰＯ 有限会社 株式会社 など) 

 
Ｂ．期待される成果 
 ① 人が出会い、つながり、融合する 
② 地域コミュニティが明るく、元気に活性化される（地域再生） 
③ 地域経済の活性化 
④ 税の軽減と収入の増加 
⑤ 地域力が高まる 
⑥ 自立型コミュニティの創出 
⑦ 就業・雇用機会の増大 

 
Ｃ．コミュニティビジネスの領域（既存） 
 ① 生活支援     家事 子育て 介護 健康 他 
② 地場産業     農林漁業 伝統工芸 レストラン 他 
③ 文化・スポーツ  音楽 アート 生涯学習 スポーツ 他 
④ 情報       コミュニティ誌 放送 ＩＴ関連 他 
⑤ 環境       自然環境の保全・再生 生活環境の保全・再構築 他 
⑥ その他      まちづくり 災害支援 食 他  

 
 Ｄ．コミュニティビジネスの形態 
  ① 個人    個人事業 

② グループ  任意グループ・団体 
③ 法人格   ＮＰＯ 各種組合 有限中間法人 有限・株式会社 他   
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Ｅ．コミュニティビジネスの主な担い手 

  
 ①実践者 

□中高年の男女 
      ・高齢者・・・時間的、金銭的な余裕を持っている｡生き甲斐作りとして CB

への関心が強い 
      ・中高年・・・比較的時間・精神面に余裕を持っているケースが多く、今後

（団塊の世代） は定年を迎え、新しい生き甲斐作り、ライフワークを模索し  
ている｡ 

・主婦・・・・ＳＯＨＯが 100 万人を超え、またその実践者の多くが主婦で

あるといわれる｡ＯＬなど社会経験を有した主婦層もＣＢ実

践者の中心になると考えられる｡（特に介護・保育など） 
  
     □既存事業者（個人・法人問わず） 
      ・新しい事業形態としての進出（新規進出・事業転換） 
      ・既存事業の転換として 
 
      □その他 

・若年層・・・20～30 代の失業者、会社での冷遇などが増加している中、精

神的・体力的にもＣＢへの進出が予想される｡ 
・学生・・・・就職率低下、新しい生き方探しとしてＣＢへの関心が強い｡ 
・その他・・・外国人、障害者など様々な層の人々が自分の持っている利点

を活用しながらＣＢへの参入が考えられる｡ 
 
   ②支援者 
      ・行政・・・省庁を中心として「地域再生」「雇用創出」「経済活性化」「市民

（省庁）  主体の自立経済構築」「遊休施設の活用」など、様々な視点から 
      ＣＢの支援が進められている。  

      ・自治体・・地域活性化を中心に地域の課題解決の方策としてＣＢ支援を実

施している｡ （インターミディアリー） 
      ・学校・・・新しい学校運営の一つとしてＣＢへの期待が強い。 
            （コミュニティカレッジ、コミュニティスクール）  

・企業・・・企業の新しい事業展開、ソフト面充実などを中心として、ＣＢ

との連携が期待される。（ＮＰＯやボランティアへの寄付とは異

なり、事業面での提携も期待できる） 
      ・金融・・・地域金融の活性化が期待される。 

（コミュニティクレジット、コミュニティファンド）  
      ・専門家、機関・・・新しいソフトの構築と提供が出来る｡ 
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 Ｆ．コミュニティビジネスの活性化に向けての課題と解決への提案 
 

□コミュニティビジネスの認知度が低い 
① コミュニティビジネス基本計画を作成 
② 21 世紀型の自立型地域コミュニティの形成に向かう方策と位置付け巾広

い人の賛同を得る 
③ 地域経済の活性化としての意義と目的を明確にする。 
④ コミュニティビジネスの啓発活動を積極的におこなう 
⑤ オリジナルメデア(パンフレット、ＨＰ、相談窓口ほか)の実施 
⑥ 多様な学習の場の開発(セミナー、ワークショップほか)の提供 

 
□必要な人材が不足 

① 多様な人材育成の機会を設ける。 
     コミュニティビジネスの実践者(経営者、指導者、コーデネイター他) 

        各種支援者の育成(行政、既存企業者、学生他) 
      ② コミュニティビジネスのプログラム開発 
        地域の特性を活かしたキメ細かく、具体性を重視      

③ 既存の市民活動の活性化 
市民活動の現状は小規模、資金が不足しており、人材やネットワークの

強化を求めている。これらの課題を解決するための支援をおこなう 
④ インキュベーション機能の確立 

 
□事業拠点が無い 

① 空き店舗対策や中心市街地の活性化の課題との連動 
 ② 公共施設・学校・企業・個人スペースなどの利活用 
  

 
□資金不足 

   ① 様々な資源の持ち寄り方式の仕組みをつくる。 
   ② 参画型の文化の形成 
   ③ 限られた資金の活用を計画的に行う 
    (コミュニティビジネス活性化に向けての総合基本計画に基づく) 
   ④ 新しい資金調達の方策を調査研究し実施する。 
    (コミュニティクレジット、コミュニティファンドなど幅広く) 

 
□コミュニティビジネス活性化の仕組みが未成熟 

① 中間的支援機関を立ち上げるなど、ＣＢ活性化の仕組みが必要 
       ② 個々の団体の質やレベルが低く、ビジネスとして成立するほど成熟して

いる団体が少ない 
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Ⅱ．コミュニティビジネスの現状と課題 
 

 

■コミュニティビジネス（ＣＢ）の現状 

 ・活動形態・・・・企業に比べボランティア団体、任意団体、ＮＰＯが多い 

 ・活動地域・・・・広域での市区町村単位での活動が多い 

 ・年間事業規模・・１０００万円以下が約５０％である 

 ・スタッフ・・・・１０人未満で約５０％ 

 ・活動分野・・・・まちづくり系が多い（ＮＰＯ法人は高齢者福祉、保育が多い） 

・活動内容・・・・人材育成、コーディネイト事業が多い 

＊セゾン総合研究所資料、（財）神戸都市問題研究所資料による  

 

■ＣＢの効果と課題 

ＣＢの効果と課題として総じていえることは、次の点である｡ 

 

《効果》 

・雇用や仕事の創出 

今後の地域における雇用、新規地域事業の創出においては大きな成長が見込まれて

いる。(詳細のデータは別紙) 

・生き甲斐 

ＣＢに関わる人の多くが「生き甲斐」「喜び」といった個人生活観の充足が目的であ

る。 

・コミュニティの再生、地域活力の再生 

   地域の課題解決や新しいまちづくりに多くのＣＢが貢献しており、今後は自治体や

市民、企業と提携し、より活動が活発化される｡  

 

 《課題》 

・人材不足 

   人数的な問題よりも、質の問題が大きい｡つまりＣＢに関わる人材の高度化、専門性

を高める必要がある｡そのためには経済的基盤の強化も求められる｡ 

 

・資金不足 

 多くのＣＢが助成金、資金援助によって活動を実施している｡一方で資金援助に頼り

過ぎている面が強く、自立した個体としては成立していない｡ 

 

・ネットワーク不足 

   ＣＢの多くは独自の運営をおこない、情報を閉鎖し、または相互にネットワーク化

を行わない｡これらの情報を性格に収集・開示することがＣＢ活性化にもつながる｡ 
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●ＣＢ側からの要望について 

現場からの要望の多くは、「資金面の優遇措置」「ＣＢの信用面強化」「事業拡大のための

規制緩和」というキーワードに収められる｡ 

つまり、コミュニティビジネスは「自立」を目指すため、その自立までに必要な行政側

の支援を求めているのである｡（一部の団体は永続的な資金援助を求めるが、それらの団体

はＣＢとは認めずに除外する） 

これらの要望への対応としては、次の３つの側面で対応できる｡ 

 

１.資金的・物的支援 

ＣＢへの資金貸付制度 

ＣＢへの交付金制度の実施（期間限定/スタートアップ・要基準クリア） 

地域における遊休施設の利用 

  

２.人的支援 

 人材育成（勉強会）の実施 

 人材バンクによる人材の有効活用 

 共済制度の実施 

専門家（税理士、会計士、社労士、弁護士など）のネットワークと活用  

 

３.規制改革支援 

 法改正に関する要望の吸い上げと実施 

 新しい法の完備に関する要望の吸い上げと実施（特区との連動） 

 【例】寄付金の税控除 

ＣＢへの信用保証協会の担保制度 

民間による学校経営の認可と学習指導要領に準じないカリキュラムの実施 

市民農園の開設主体の拡大など 

 

＊ 規制改革に関する現場からの要望を吸い上げるのは、地域ごとに環境や課題が異なるた

め、各都道府県ごとの「インターミディアリー機関」（中間支援組織）がその中心とな

ることが望ましい｡ 

 

 

＊要望に対する課題 

 上記ＣＢ団体側の要望に対し、いくつかの課題も存在している。例えば次のような課題

があげられる。 

 ①団体側の経営体制、レベル、継続性などが企業に比べて乏しいことが多い。 

 ②ＣＢ団体を審査する機能がない。 

 ③ＣＢ団体には横のネットワークが存在しない 

 などである。これらの問題を解決することが要望に対応する一方で求められる。 
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Ⅲ．コミュニティビジネスの基準作りについて 
 

「コミュニティビジネス」という言葉は浸透し、認知されつつあるものの、その枠組みが

明確になっているわけではない｡しかし、今後はＣＢの枠組みが明確にならない限りは、行

政の支援、融資基準、評価制度など、様々な面での限界が生じてしまう｡そこで、現在のＣ

Ｂの状況と今後の展望を踏まえた上で、一つの基準（目安）を立ててみた｡ 

任意団体、ＮＰＯ法人、個人事業、組合、会社など組織の形態は問わず、主たる活動分

野や備えるべき要件について整理されることが「コミュニティビジネス」の発展にとって

特に重要だと考えられる。 

 

【コミュニティビジネスの基準（案）】 

 「コミュニティビジネス」は下記①～④の全てを備えていることを条件とする。 

 

①活動分野 

 以下の１０の社会的分野を活動の主体とする。 

 １．福祉、保健、医療 

 ２．教育 

 ３．環境 

 ４．まちづくり 

 ５．就業支援、人材育成 

 ６．産業支援、地域資源活用 

 ７．災害支援･安全 

 ８．観光・交流 

 ９．文化、芸術、スポーツ 

 10．中間支援(上記の活動に対する支援、ｺｰﾃﾞｨﾈｲﾄ) 

 

②財政規模 

 年間活動予算５００万円以上 

 ＊年間活動費を５００万円で区切るのは、実施している事業が継続的な事業であり、ス

タッフを抱えながらビジネス的手法で運営されるものに限るためであり、これ以下の

財政規模では一般的には自立的、継続的な事業を行っていくことは不可能であるとい

う点から。 

  また１０００万円で区切ると現行の多くのＣＢとＮＰＯが外れてしまうため、５００

万円以上を妥当な数字と想定した。 

 

③人員 

 常勤構成員(常勤の事務局員)が１名以上いること（ボランティアを除く） 

 ＊ＮＰＯでは１０名以上の会員(社員)が必要だが、ここでいう構成員は実際に報酬を得

て業務に携わる構成員を指す。つまり、名目上ではなく、実際に雇用につながってい

る構成員で、報酬を得ている構成員を１名以上いなくてはならない。 
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④活動地域 

 原則として都道府県域内における活動範囲を主体とする 

 ＊全国規模での活動をする団体や企業もあるが、原則として「地域・コミュニティ」は

都道府県の４７で区切り、その中での地域活動を実施していることを条件とする｡ 

 （市区町村での区分だと広域市区町村の活動が含まれないため） 

それぞれの都道府県でインターミディアリー機関を発足することで、行政側とＣＢの連

携が取りやすくなり、情報の収集と管理も容易になる。  
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【コミュニティビジネスの評価について】 

また「コミュニティビジネス」としての活動を促進するためには、次のような評価基準

を定めておくことを検討する必要がある。（以下例） 

 

ａ．行政からの補助金、助成金が全活動費の５０％以内 

 ＊つまり自立経営を促すため、補助や助成をメインとしている団体は除く。ここでいう

補助金や助成金とは事務局運営に関わる支援金であり、事業的な接点である受託事業、

共同事業は含まない。⇒団体の事業の継続性、自立性のため 

 

ｂ．地域住民が活動の主体である 

 ＊構成員（または会員）の３０％が地域（都道府県）の市民で構成されていること。こ

れは都道府県と連携＝地域の活性化のため、ＣＢ団体の一定の構成員は地域住民であ

ることを条件とする。 

 

ｃ．情報を公開する 

 ＊ＮＰＯ同様に決算の書類を公開する｡また国の予算の市とは所定の書類によって明細

を開示する｡またＣＢ団体の詳細である事務局の所在、代表者、活動内容なども一定の

フォーマットで提出させ、管理する。 

 

ｄ.予算の使途に割り当て基準を設ける 

 ＊少なくとも社会活動や地域活動に３０％以上の予算を使用するなど、予算の使途も明確

にする必要がある｡特に人件費や経費（雑費）には上限を付けるなどが必要（全支出の

５０％程度）｡ 

 

ｅ．地域（都道府県／インターミディアリー機関）の評価を受ける 

 ＊都道府県単位など地域レベルでの評価基準を作り、ＣＢを評価することで行政とＣＢ

の連携が取れやすくなり、またＣＢの情報管理が容易になる｡（インターミディアリー

機関の発足が求められる） 

  地域の評価を受ける際には、１年間の活動経歴、会計(収支)、翌１年間の活動計画な

どを提出すること。 

以上のように「ＣＢの基準」「ＣＢの評価」を条件とし、国の支援（緊急地域雇用創出特

別交付金や創業支援など）や都道府県または市区町村の支援対象とする｡ 

また支援の対象は最大３年間までとするなど、条件を付けることで、一部のＣＢへの支

援に偏らないようにする｡ 

 

この様にＣＢの枠組みを明確にした上で、ＣＢへの各種支援、融資なども検討し、「地域

再生による経済振興と雇用創出」という新しい支援策の実施が地域支援の大きな役割とな

る。これまでのように国主導型ではなく、地域主体、地方分権の視点から都道府県を中心

とした新しい枠組みが作られ、それに準じてコミュニティビジネスの育成に直接的な支援

が行われることが望ましい。 
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Ⅳ．コミュニティビジネスにおける雇用について 
 
●ＮＰＯにおける就業者（推計） 
  

○ＮＰＯにおける就業者  約２０万人 

  
 ①ＮＰＯ法人  H１４年末現在(内閣府調べ)           ９，３２９団体 
 ②任意団体   市民活動団体１９０，３８８×８９．８% = １７０，９６８団体 
  (「市民活動団体等基準調査／内閣府」では市民活動団体のうち任意団体は８９．８％

と推計) 
  
 上記①②を合計すると１８０，２９７団体(9329+170968)となり、これを狭義の NPO と

想定する。これら NPO の１団体あたりの就業者は 1.1 人とされている。 
 (事務局スタッフのいない団体 23.1%) 
  

１８０，２９７団体×1.1 人 = 約２０万人 の計算による推計 
 
●コミュニティビジネスにおける就業者（推計） 
 

 ○コミュニティビジネスにおける就業者  約６万人 

 
 ①財政規模５００万円以上（年）のＮＰＯ法人 ＝ ４，９８２団体 

  （ＮＰＯ法人 9329 団体×53.4％＝4982 団体／経済産業研究所データによる） 
  ４９８２×３．７人（同データによる有給職員の平均数）＝ 約１．８万人 
 
 ②財政規模５００万円以上（年）の任意団体  ＝ ７，９９９団体 
   （任意団体 180297 団体×7.2％＝12981 団体、 12981－4982（ＮＰＯ法人） ＝ 

７，９９９団体／内閣府データによる） 
  ７９９９×１．２人（同データによる有給職員の平均数）＝ 約１．０万人 
 
 ①②の合計により、ＮＰＯ法人および任意団体の就業者推計は２．８万人とされる。 
 これに有限会社、株式会社、個人事業主、ワーカーズコレクティブ、企業組合、ＴＭＯ

などでコミュニティビジネスの範囲に含まれる団体、就業者を同数程度と見込む。 
  
２．８万人×２倍 ＝ 約６万人 

 
 
上記により、コミュニティビジネスの現在の就業者数は６万人程度と推定される。 
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●ＣＢにおける今後の雇用見込みについて 

 

「経済産業省産業構造審議会 NPO 部会」の「NPO データ」では、今後の日本の経済動向

や狭義のＮＰＯ（ＮＰＯ法人、任意団体）についての将来展望への推計を行っている。 
この推計はＣＢの活動分野である福祉、環境、教育などの社会的分野の成長を示している

と捉えることが出来るので、このデータをベースに１０年後の就業者などを推測すると次

のとおりとなる｡ 
 

       《１０年後》   《就業者》   《公務削減》 《雇用純増》 

 

【シナリオ１】 １．１５倍  ７万人（＋１万人）  ――――    １万人 

 

【シナリオ２】 ２．３８倍  14 万人（＋８万人）  ――――    ８万人 

 

【シナリオ３】 ９．０５倍  54 万人（＋48 万人）  △19 万人    35 万人 

 

【シナリオ４】１５．９４倍  94 万人（＋88 万人）  △37 万人    57 万人 

 

＊【シナリオ１】経済財政諮問会議の「中期経済財政展望」に基づき、構造改革が進み、

2004 年度以降、民間需要主導による実質１．５％以上の着実な成長

が実現した場合 
 【シナリオ２】シナリオ１に加え、日本経済全体において環境、福祉、情報などの成

長分野において大きな需要創出が見込まれる場合｡ 
 【シナリオ３】シナリオ２に加え、ＮＰＯセクター（市民活動団体）のサービス向上

により、公共部門からのシェアが１０％シフトした場合｡ 
 【シナリオ４】シナリオ３に変えて、２０％に拡大させると仮定した場合｡ 

【共 通】 各シナリオに加え、雇用者所得の増加を通じた２次波及効果も考慮する。 
 

今後のＣＢの展望は、ＣＢ側の努力に加え、各種の環境整備によってその将来性は大き

く変化すると予想される｡ 

一方、ＣＢの抱える課題である「地域活力の再生」「地域経済の復興」「雇用の創出」と

いう３つの柱が現在の日本においては切望されており、その点からもＣＢ支援は今後より

一層求められてくるであろう｡ 
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【その他ポイント】 

 

＊現在の公務員一人当たりの人件費・経費が１０００万円といわれているが、１０００万

円の費用対効果で考えるならば、ＣＢにおける人件費・経費では３人の雇用が見込める｡ 

 ＣＢ従事者は、主婦、高齢者、学生といった層も多く、平均値では１０００万円で３人

の雇用は十分な数字である｡ 

 

 ＊人件費、家賃、通信費、その他経費を含め、１つのコミュニティビジネス団体の適正

規模は、年間５０００万の収入（利益）、常勤スタッフ１０名、非常勤スタッフ１０名規

模程度と想定される。  

 

 

●NPO および CB に関する参考データ● 
 ①「特定非営利活動法人の活動･運営の実態に関する調査」 

(旧経済企画庁国民生活局／2000 年６月) 
 ②「２００１年市民活動レポート」(内閣府国民生活局／2000 年 10 月) 
 ③「日本の NPO の経済規模」(旧経済企画庁国民生活局／1998 年６月) 
 ④「コミュニティビジネス調査」(財団法人神戸都市問題研究所／2002 年３月) 
 ⑤「NPO 法人アンケート調査」(独立行政法人経済産業研究所 2002 年８月) 
 ⑥「コミュニティビジネスアンケート調査報告」(セゾン総合研究所／2002 年 11 月) 
 ⑦「新しい公益の実現に向けて」(経済産業省産業構造審議会 NPO 部会／2002 年４月) 
 ⑧「市民活動団体等基準調査」(内閣府) 
 


